
自動車の登録時は税申告をお忘れなく！ 

 

 

 

自動車を新規に登録した場合（新規登録）又は名義変更や住所変更をした場合（移転登録、 

変更登録等）は、登録の際に自動車税（環境性能割・種別割）申告書（報告書）を運輸支局

又は自動車検査登録事務所に併設されている各自動車税事務所に提出していただく必要が

あります。なお、以下の場合には、申告の際に自動車税環境性能割及び自動車税種別割を納

めていただくことになりますので、あらかじめご用意をお願いいたします。 

 

 

 

◎新たに自動車を取得した場合(新規登録）又は、他人から自動車を取得した場合(移転登録） 

⇒登録した自動車の課税標準額が 50 万円を超える場合は必要になります。 

 

 

 

 

◎新車又は中古新規登録した場合 

⇒登録のあった月の翌月から３月までの月割り分の自動車税種別割※ 

 

※年税額×登録月の翌月から３月までの月数÷ 12（百円未満の端数切捨て） 

 

 

 

自動車税環境性能割・種別割の申告及び自動車税環境性能割についての問い合わせは、 

以下の各自動車税事務所までお願いします。 

 

 

＜自動車税種別割＞ 

 

 

 

 

 

＜自動車税環境性能割＞ 

 

 

 

 

 


